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受講者募集
まこちゃん教室（町田市
ひとり親家庭等子どもの
生活・学習支援事業）
　学習支援を通じて、基礎学力の定
着・自学の促進を行うとともに、家庭
環境の改善や幅広い社会性の定着を
促します。学習塾が派遣する大学生
を中心とした講師による講座です。
対ひとり親家庭＝次のすべての要件
を満たす方　①市内在住のひとり親
家庭の子どもで、かつ、小学４年生～
中学２年生②児童扶養手当法による
手当を全額受給している世帯③生活
保護法による保護を受けていない世
帯④生活困窮者自立支援法に規定さ
れている学習支援を受けていない世
帯、養育家庭＝市内在住の養育家庭
に預けられた子どもで、かつ、小学４
～６年生
場集合型＝町田駅周辺（２か所）、派
遣型＝受講者の自宅（町田市内）
定集合型４０人程度、派遣型１０人程
度／選考
申申請書に必要事項を記入し、５月７
日まで（消印有効）に直接または郵送
で子ども家庭支援センター（市庁舎
２階）へ。
※申請書は、子ども家庭支援センタ
ー、町田・玉川学園・鶴川・南町田の各
駅前連絡所で配布します（まちだ子
育てサイトでダウンロードも可）。
問子ども家庭支援センター☎７２４・
４４１９
受講者募集
生活困窮世帯等の子どもを�
対象とした学習支援事業
　大学生を中心とした学習支援員
が、アットホームな雰囲気の中で一
人ひとりの学力に応じた個別指導や
屋外での社会的・文化的な体験活動
を行います。
　また、保護者の方は、子どもの学習
などに関する相談を通じた支援や進

級・進学にあたっての公的支援制度
の案内などを受けることができます。
対市内在住の小学４年生～中学生
で、次のいずれかの要件を満たす方
①生活保護受給世帯（ただし、自立支
援プログラムによる塾代の補助を受
けている子どもを除く）②児童扶養
手当を全額受給している世帯
※まこちゃん教室（ひとり親家庭等
子どもの生活・学習支援事業）と重複
しての利用はできません。
場町田教室（町田駅周辺）、忠生教室
（小山田桜台周辺）
定各２０人（選考）
申申請書に必要事項を記入し、５月７
日まで（消印有効）に直接または郵送
で生活援護課（市庁舎１階）へ。
※申請書は、生活援護課、町田・玉川
学園・鶴川・南町田の各駅前連絡所で
配布します（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
問生活援護課☎７２４・４０１３
高齢者・障がい者のための
福 祉 法 律 相 談
対市内在住の高齢者・障がいのある
方、またはその家族や関係者
日４月１６日㈫午前９時～１１時３０分

場町田市民フォーラム
内成年後見制度、相続、遺言、贈与、財
産分与、権利侵害等の相談
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

農 産 物 出 荷 者 募 集
　２０２０年春オープン予定の町田薬
師池公園四季彩の杜西園ウェルカム
ゲートで、町田産農産物を販売しま
す。販売所で取り扱う農産物を出荷
できる農業者を募集します。
対新鮮・安全・安心で質の良い農産物
を出荷できる農業者
申申請書類（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、４月２６日ま
で（消印有効）に直接、郵送またはＦＡ
Ｘで農業振興課（市庁舎９階）へ。
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６
街路灯・公園灯のＬＥＤ照明
更新工事が始まります
　市が管理している街路灯・公園灯

をＬＥＤ照明へ更新するため、２月下
旬から現地調査を進めています。調
査が終わった場所は、４月から工事
を行い、工事完了は２０２１年３月末を
予定しています。工事に関するお問
い合わせのほか、街路灯・公園灯の不
点灯や、電灯がまぶしい等の相談を
受け付けるコールセンターも開設し
ますので、ご利用下さい。
問コールセンター（町田市街路灯・公
園灯ＬＥＤ更新事務所）錆０１２０・２８０
・０７０（受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日、祝休日を除く）、町田
市道路維持課☎７２４・１１２１、町田市
公園緑地課☎７２４・４３９９
子どもクラブ
指定管理者を募集します
　（仮称）鶴川第二中学校区子どもク
ラブ（三輪緑山１－５）の指定管理者
を募集します。
対児童館、学童保育クラブ、認可保育
所、認証保育所、保育室、認定こども
園等の子どもに関する施設の運営実
績等があり、市内に事務所・事業所を
有する法人
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
申募集要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、必要書類を
お持ちのうえ、４月２２日午前９時～２６
日午後５時に直接児童青少年課（市
庁舎２階）へ。
問児童青少年課☎７２４・４０９７

該当する方は申請を　各種福祉手当
問障がい福祉課☎７24・214８返0５0・３101・1６５３

利用者募集　おうちでごはん事業
問�募集・申請方法について＝（社福）町田市社会福祉協議会☎７22・4８9８、
事業概要について＝町田市子ども家庭支援センター☎７24・4419

４月１６日㈫� �
コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止
　システムメンテナンスのため、
４月１６日はコンビニエンスストア
での証明書自動交付サービスを終
日休止します。
　交付の再開は、４月１７日㈬午前
６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

　各手当の概要は下表のとおりです。該当する方は、手当が支給される場合があります。手当によって認定要件や提出書類が異なりますので、申請の前に
お問い合わせ下さい。また、認定とならない場合もありますのであらかじめご了承下さい。

　ボランティアが、平日の夕方に
利用者のご自宅にお弁当を配達し
ます（年２４回）。また、必要に応じ
て、町田市社会福祉協議会の職員
が利用者のご自宅で相談支援を行
います。
※本事業はふるさと納税を活用し
て実施しています。
対次のすべての要件を満たす方　
①市内在住のひとり親世帯で、児
童扶養手当法による手当を受給し

ている世帯の１８歳未満の子ども
とその保護者②生活保護法による
保護を受けていない世帯
※子どものみ、保護者のみの利用
はできません。
定８０人（選考）
申申請書に必要事項を記入し、４月
８日～５月７日（消印有効）に直接また
は郵送で町田市社会福祉協議会へ。
※申請書は対象要件を満たす方に
郵送します。

各種福祉手当一覧� ２０１９年４月１日現在
手当の種類 対　　象 手当額（月額） 支給日

障害児福祉手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の方　①身体障害者手帳１・２級程度②愛の手帳１・２度
程度③常時介護を必要とする状態にある障がい・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以
上の方は除きます。

１万４７９０円
（２０１９年３月分までは１万４６５０円）
※請求の翌月分から支給されます。

２月（＝１１月～１月分）、５月
（＝２月～４月分）、８月（＝５
月～７月分）、１１月（＝８月～
１０月分）の１０日

特別児童扶養手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の児童を扶養している方　①身体障害者手帳１～３級
程度②愛の手帳１～３度程度③日常生活に著しい制限を受ける程度の障がい・精神障がいがあ
る
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合有り）。
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受給中、保護者・配偶者・扶養義務者の所得
が一定額以上の場合は除きます。

手当等級１級＝５万２２００円（２０１９
年３月分までは５万１７００円）
手当等級２級＝３万４７７０円（２０１９
年３月分までは３万４４３０円）
※請求の翌月分から支給されます。

４月（＝１２月～３月分）、８月
（＝４月～７月分）、１１月（＝８
月～１１月分）の１１日

特別障害者手当

①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な
２０歳以上の方　①身体障害者手帳１・２級程度②愛の手帳１・２度程度③上記と同等の障がい・
精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額
以上の方は除きます。

２万７２００円
（２０１９年３月分までは２万６９４０円）
※請求の翌月分から支給されます。

２月＝（１１月～１月分）、５月
（＝２月～４月分）、８月（＝５
月～７月分）、１１月（＝８月～
１０月分）の１０日

心身障害者福祉手当
①～④のいずれかに該当する２０歳以上６５歳未満の方　①身体障害者手帳１･２級②愛の手帳
１～３度③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精神障害者保健福祉手帳は対象になりませ
ん。年齢要件には例外もありますので詳細はお問い合わせ下さい。

１万５５００円
※請求の当月分から支給されます。

４月（＝１２月～３月分）、８月
（＝４月～７月分）、１２月（＝８
月～１１月分）の２５日

重度心身障害者手当
①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要な６５歳未満の方　①重度の知的障がい
で、常時著しい精神症状がある②重度の知的障がいと重度の身体障がいがある③両上肢及び
両下肢の機能が失われ座位困難である
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、所得が一定額以上の方は除きます。

６万円
※請求の当月分から支給されます。

毎月２０日までに前月分を支
給

※扶養義務者＝申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等／上記支給日以外に支払うこともあります／支給日が土・日曜日、祝休日の場合は、原則としてその直前の金融
機関営業日を支給日とします／特別児童扶養手当・重度心身障害者手当は東京都から入金されます。


